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中国電力と鳥取県、米子市、境港市の原子力防災に係る今までの取り組み概要（平成１１年度～平成２８年度）

年度 中国電力 鳥取県 米子市 境港市

H11

■H11.12.27 「島根原子力発電所異常時等の鳥
取県への連絡について（平成11年12月27日付
広原第9号）」により、鳥取県への異常時等の連
絡体制を開始　　→鳥取県から米子市、境港市
へ情報提供

○H11.10.5　東海村JCO臨界事故を受け、鳥取県議会議長名
で、①安全管理・防災対策の充実、②島根県と同時に鳥取県
へも連絡、鳥取県、市町村と対策マニュアルを協議すること等
について、中国電力へ申し入れを実施

H11.10.12茨城県東海村の核燃
料加工会社JCO東海事業所で
発生した「臨界被爆事故」を受
け防災体制の強化、すみやかな
情報伝達、米子市との安全協定
締結について申し入れ

■H13.6.12 「島根原子力発電所異常時等の鳥
取県への連絡内容の変更について（平成13年6
月12日付」　→原災法の制定に伴う同法第10条
事象発生時についても連絡することに変更

○H13.12.27　鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）決定
（EPZ圏外）

■H13.11.26 「島根原子力発電所異常時等の鳥
取県への連絡内容の変更について（平成13年
11月26日付」　→発電所敷地内の放射能の連絡
基準値の変更

H14
○H14.4.16　 内閣総理大臣から鳥取県地域防災計画（原子力
災害対策編）の承認通知

H17

H17.11.2島根原子力発電所
におけるプルサーマル計
画、３号機の建設計画を受
け米子市との安全協定締結
について申し入れ

Ｈ17.11.28 2号機ﾌﾟﾙｻｰﾏ
ﾙ導入計画、３号機設置
予定を受け、安全協定
の締結について中国電
力へ申し入れ

H18
地域防災計画（島根原子力
発電所）編を策定

域防災計画（原子力災
害対策編）を策定

○中電との防災計画等の見直しに係る事前協議（H19.6.22、
7.9）
○本協議（H19.8.31）通報連絡体制・基準、2号機ﾌﾟﾙｻｰﾏﾙ計
画、3号機建設等について

Ｈ19.9.20 新潟県中越沖
地震により東京電力柏
崎刈羽原子力発電所の
トラブルを受け、安全協
定の締結について中国
電力へ申し入れ

○本協議(H19.11.14）県から中電への要望①原災法10条事象
未満のﾄﾗﾌﾞﾙ事象の情報提供、②2号機ﾌﾟﾙｻｰﾏﾙ導入に伴う
EPZの見直し、③安全協定の締結又はそれに準じた通報連絡
体制の充実、④第三者的立場の専門家を入れた客観的な活
断層調査の実施等

H19.10.17新潟県中越沖地
震における東京電力柏崎刈
羽原子力発電所における災
害発生を受け米子市との安
全協定締結について申し入
れ

○H20.3.7 「島根原子力発電所における平常時連絡事項の情
報提供について（依頼）（平成20年3月7日付第200700184133
号）により中国電力鳥取支社長へ防災監名で依頼

■H20.5.16 「島根原子力発電所における平常時
連絡事項の情報提供について（回答）（平成20
年5月16日付鳥支広11号）　→鳥取県への平常
時連絡事項の情報提供（核燃料輸送経路等の
機微情報を除く）が開始。→鳥取県から米子市、
境港市へ情報提供

■H20.6.16 「島根原子力発電所異常時等の鳥
取県への連絡内容の変更について（平成20年6
月16日付広環エ第1号」　→放射能汚染を伴わ
ない新燃料等の輸送中事故も連絡することに変
更

H21
○H22.3.31 島根原発点検不備について、原因分析・安全対策
の確立・情報公開等について申し入れ

H22.4.30 点検不備に係る中間報告書を国に提
出するとともに、県等へ報告

○H22.4.30 点検不備に係る中間報告を受けて、原因分析、再
発防止策と安全体制の確立、情報公開と報告について申し入
れ

Ｈ22.4.1 点検不備を受
け、安全管理体制の徹
底について、中国電力
へ申し入れ

H22.6.3 点検不備に係る最終報告書を国に提出
するとともに、県等へ報告

○H22.6.3 点検不備に係る最終報告を受け、安心できる運営
体制の確立、再発防止策等の報告と情報公開、その他安全
に係る情報の適切な報告と十分な情報公開と県民説明につ
いて申し入れ

H22.9,3 島根原発の点検不備に係る鳥取県側での説明会の
開催を検討するよう防災監から口頭申入れ

H22.9,1島根原子力発電所
の点検不備を受け米子市民
に対する説明会の開催、米
子市との安全協定締結につ
いて申し入れ

H22.10.21島根原発2号機運転再開について島
根県等に報告するとともに国へ届出と、鳥取県
等へ説明。

H22.10.21 島根原発２号機運転再開にあたり、再発防止策の
実行、県民が安心できる原発運営、取り組み状況等の報告及
び情報公開等について申し入れ

Ｈ22.12.1 保守管理等の
不備を受け、安全管理
体制及び安全協定締結
について、中国電力へ
申し入れ

H23.3.17、24　島根原発の津波対策について公
表

○H23.3.14 福島第一原発事故を受けて、事故原因等を踏まえ
た点検等の実施と安全確保対策の実施について申し入れ

H23.3.15福島第一原子力発
電所での事故を受け、プル
サーマル計画を含めた島根
原子力発電所の耐震性・安
全性について検証と結果の
公表、米子市との安全協定
締結について申し入れ

H13

H20

H22

H19
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年度 中国電力 鳥取県 米子市 境港市

H23.4.13 島根原発の津波対策について公表
H23.4.22 島根原発における緊急安全対策の実
施状況を国に報告
H23.5.16 島根原発の外部電源の信頼性の確保
に係る評価及び対策の実施状況を国に報告
H23.6.14 島根原発におけるｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄへの対
応に関する措置の実施状況について国へ報告

○H23.4.8 関西広域連合からとして、原発の一層の安全確保
対策、原子力災害対策のための体制整備、自然ｴﾈﾙｷﾞｰ導入
への積極的な取り組みについて緊急申し入れ
○H23.5,27知事から中国電力社長へ４項目（安全対策、監視
体制強化、安全協定の締結、国へのEPZの拡大要望）につい
て申し入れ【8.8 関西広域連合の一員として知事から申入れ】

Ｈ23.5.9 東日本大震災を
受け、安全協定締結に
ついて、中国電力へ申し
入れ

H23,7,5  第１回島根原子力発電所に係る鳥取県
原子力防災体制協議会〔合意事項：島根原発本
部から直接鳥取県へ情報提供〕※月１回ペース
で協定締結に向けた協議を実施
H23,8,10 　第２回島根原子力発電所に係る鳥取
県原子力防災体制協議会 〔合意事項：緊急車
両の原発立入時の連絡報告ほか〕
H23,10,11　第３回島根原子力発電所に係る鳥取
県原子力防災体制協議会 〔合意事項：島根原
発本部から直接米子市、境港市へ情報提供〕
H23,11,17　第４回島根原子力発電所に係る鳥取
県原子力防災体制協議会 〔「発電所の増設計
画等に対する事前了解」は回答保留、「立入調
査」は現地確認（鳥取県等からの意見と誠実な
対応を追加）等でお願いしたいと回答〕
H23,11,25　第５回島根原子力発電所に係る鳥取
県原子力防災体制協議会 〔「発電所の増設計
画等に対する事前了解」は、事前の報告でお願
いしたいと回答〕

【島根原子力発電所に係る鳥取県原子力防災体制協議会に
ついては、同左】
○H23.8.8　知事から中国電力社長へ直接、申入れ（関西広域
連合の一員として）
【申入れ項目】原子力発電に関し、次の事項を目的とする協定
を関西広域連合と締結すること 　①原子力発電所周辺地域
の安全確保に向けた情報提供の徹底、②再生可能エネル
ギーの開発・導入に向けた取組の促進、③省エネルギーの取
組促進 ・協定の締結や情報交換を行うための協議の場を早
急に設けること、・立地県に隣接する府県と安全に関する協定
の締結について協議すること
○H23.5,27　 福島第一原発事故を踏まえ、知事から中国電力
社長へ島根原子力発電所に係る４項目(安全対策、監視体制
強化、安全協定の締結、国へのEPZの拡大要望)について申し
入れ
○H23,7,5～H23,11,25（第1～5回）
５月27日に知事から中国電力社長に申し入れた島根原子力
発電所の安全対策等について具体的な検討等を進めていくた
め、実務者レベルで協定締結に向けた協議を実施
○H23,11,26　　知事、米子市長、境港副市長会議で協定締結
に向けた協議を実施
○H23,11,28　県議会全員協議会「島根原子力発電所に係る
中国電力株式会社との協定について」
○H23,12,15　知事、米子市長、境港副市長会議で協定締結に
向けた協議を実施
○H23,12,15　県議会全員協議会「島根原子力発電所に係る
中国電力株式会社との協定について」
○H23.12.25　島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保
等に関する協定等を締結（（鳥取県、米子市、境港市、中国電
力）知事公邸）

【島根原子力発電所に係る
鳥取県原子力防災体制協
議会については、同左】

H23,11,26　知事、米子市
長、境港副市長会議
H23,12,1　　市議会全員協
議会
H23,12,12　市議会全員協議
会
　　挙手により賛成を「確認」
H23,12,15　知事、米子市
長、境港副市長会議

【島根原子力発電所に
係る鳥取県原子力防災
体制協議会について
は、同左】

H23,11,26　知事、米子市
長、境港副市長会議
H23,11,30 経済厚生委員
会勉強会
H23,12,5 経済厚生委員
会協議会
H23,12,14　市議会本会
議
　全議員が賛否に係る
意見を発言する。
H23,12,15　知事、米子市
長、境港副市長会議

H24

○H24.11.1　知事から中国電力苅田社長へ直接、立地県並み
の安全協定への改定について申入れ
○H24.11.20　第１回島根原子力発電所に関する安全協定改
定に係る協議会（実務者レベル）開催
○H25.1.23　第２回島根原子力発電所に関する安全協定改定
に係る協議会（実務者レベル）開催
○H25.3.6　統轄監から中国電力島根原子力本部長へ直接、
安全協定の改定協議状況に関する申入れ
○H25.3.13　副知事から中国電力副社長へ直接、安全協定の
改定協議状況に関する申入れ
○H25.3.15　中国電力清水副社長が知事へ直接申入れに対し
て（文書）回答・・・立地県と同等の対応を行う
・島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する
協定の改定に関する申入れについて（回答）
・島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する
協定等の運用に係る確認事項について（回答）

１２月２５日  島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定及び運営要綱　締結
※５月２７日の中国電力山下社長（現会長）への申入れで開始した協定締結に向けての協議は、常に公開（原則一般傍聴も可能）で実施し、報道機関
等を通じて県民にお知らせするとともに、協議内容等は県HPでも情報公開してきた。
また、住民の代表である県議会（常任委員会、特別委員会）に対しても、その都度説明をしてきた。

　　協　　定　　等　　の　　運　　用　　開　　始

H23
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年度 中国電力 鳥取県 米子市 境港市

H25
H25.12．25　原子力規制委員会に「島根原子力
発電所２号機における新規制基準適合性確認
申請」

※H25.11. 7　島根県と覚書を締結（島根県が島根原発に関す
る重要な判断や回答をするに当たって、本県として島根県知
事に意見を伝える）。
○H25.11.21　中国電力から鳥取県に対し、安全協定第６条に
基づく島根原発２号機の新規制基準への適合性確認申請の
事前報告（島根県等にも同日対応）
○H25.11. 22　第３回原子力安全対策ＰＴ会議（米子・境港市
長との意見交換）
○H25.11. 25　第４回原子力安全対策ＰＴ会議（中国電力によ
る説明）
○H25.11. 30　原子力防災専門家会議（中国電力による説明
（申請内容に係る技術的検討等））
○H25.12. 4　中国電力主催の地元での説明会（住民も参加）
○H25.12.11  ３首長意見交換（知事、米子市長、境港市長）
○H2512.12　鳥取県議会全員協議会（中国電力による説明、
事前報告について）
○H25.12.13　 覚書に基づく島根県からの意見照会
○H25.12.17　 安全協定に基づく事前報告に対する鳥取県等
の回答について知事から中国電力副社長へ直接、申入れ（県
庁）
 ⇒（意見留保）適合性確認申請に当たっての安全協定に基づ
く事前報告の可否に関しては、条件を付けた上で最終的な意
見を留保し、最終的な意見は、原子力規制委員会及び中国電
力から審査結果について説明を受け、県議会、県原子力防災
専門家会議、米子市、境港市の意見を聞いた上で提出する。
○H25.12.25　知事が中国電力苅田社長と意見交換（県庁）
○H26.3.10  中国電力主催説明会（２県６市の職員対象）
※H26. 3.26 鳥取県防災会議（地域防災計画と広域住民避難
計画の修正） →　避難時間を４日間から20時間に短縮

H25.12.11  ３首長意見交換
（知事、米子市長、境港市
長）

H25.12.11  ３首長意見交
換（知事、米子市長、境
港市長）

H26
H27.3.18　中国電力清水副社長が知事に１号機
廃止の事前報告

○H26.10. 21　知事が中国電力苅田社長に原子力防災対策
（人件費など）の負担への協力を要請（中国電力本社）
○H27.3.18　中電は取締役会で1号機を廃止決定し、本県に対
し廃止を決定し電気事業法上の運転終了に関する届出を経
済産業省に行うことの報告を知事が受領（立地と同等の対応）
○H27.3.18　知事が中国電力清水副社長へ、１号機の厳正な
安全管理、廃炉に向けた一連の手続きにおける県等への安
全協定に基づく報告、安全協定等の改定等について申入
れ・・・立地県と同等の対応を行う

H27.4.30　島根原子力発電所１号機営業運転終
了
H27.9.11　中国電力清水副社長から副知事に計
器の校正記録の不適切な取扱いに関する調査
結果を報告

○H27.5.1　1号機運転終了に伴い、廃炉に当たっては、安全
協定に基づく報告など立地自治体と同党に対応するよう申入
れ
○H27.5.15　1号機営業運転終了に伴い、厳正な安全確保、立
地自治体と同様に対応すること及び安全協定を立地自治体と
同等の内容に改定すること等について申入れ
○H27.9.14　計器の校正記録の不適切な取扱いに関すること
について、再発防止対策の徹底、再発防止対策取り組み状況
の適宜報告、国の確認・指導・監督内容報告及び積極的かつ
わかりやすい情報の公開すること等を申入れ
○H27.12.8　知事が中国電力清水副社長に、島根原子力発電
所１号機の廃止措置等を踏まえた安全協定改定に関する申
入れ（米子市長及び境港市長連名）
○H27.12.14　中国電力より、申入れに対する文書回答（安全
協定を改定する協議について等）

H28.2.18　第１回米子市原
子力発電所環境安全対策
協議会開催

H27.9.4　第１回境港市
原子力発電所環境安全
対策協議会開催

１２月２２日  「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定及び運営要綱」の一部を改定する協定　締結
※廃止措置の法令に沿った手続きに関して、「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保協定」及び「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全
確保協定の運営要綱」の一部を改定する協定を締結

H27
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年度 中国電力 鳥取県 米子市 境港市

H28

○H28.4.28中国電力清水副社長が本県に対し
て、島根原発１号機の廃止措置計画等に係る安
全協定について事前報告

○H28.5.21中電主催の住民説明会〔夢みなとタ
ワー（境港市）〕

○H28.7. 4 原子力規制委員会へ申請

○H28.4.28知事から中国電力副社長へ申入れ
・島根１号機の廃止措置計画及び同２号機の特定重大事故等
対処施設の設置等の事前報告に際し、安全を第一義に周辺
地域にも立地と同じように情報を提供し、同じように安全を図
ること。住民説明を行うこと
○H28.5.16第１回原子力安全顧問会議（中電からの聞き取り）
○H28.5.22第１回鳥取県原子力安全対策合同会議（島根原子
力規制事務所、中電からの聞き取り）
○H28.5.31鳥取県議会常任任委員会
○H28.6.12原子力安全対策ＰＴ会議（コアメンバー）・３首長意
見交換
○H28.6.15鳥取県議会全員協議会
○H28.6.17中国電力迫谷副社長への安全協定に基づく回答
及び安全協定の改定申入れ
・島根１号廃止措置計画等の事前報告の可否に関する最終
的な意見は留保し、条件を付して回答する。
・最終的な意見は、今後、原子力規制委員会の詳細な審査
後、同委員会及び中電から審査結果について説明を受け、議
会、県安全顧問、原子力安全対策合同会議等と協議の上、提
出する。
・安全協定も、立地自治体と同内容へ改定すること。
○H28.6.17島根県からの覚書に基づく意見照会、島根県への
覚書に基づく意見回答
○H28.6.17国要望（原子力規制委員会、経済産業省、内閣府）

○H28.7. 4安全協定に基づき申請した旨の報告受

○H28.5.19米子市議会全員
協議会（中電からの聞き取
り）
○H28.6.10米子市議会全員
協議会
○H28.6.12原子力安全対策
ＰＴ会議（コアメンバー）・３首
長意見交換

○H28.7.4安全協定に基づき
報告受

○H28.5.17境港市議会
（中電からの聞き取り）
○H28.6. 8境港市議会全
員協議会
○H28.6.12原子力安全
対策ＰＴ会議（コアメン
バー）・３首長意見交換

○H28.7.4安全協定に基
づき報告受
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島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定

鳥取県（以下「甲」という。）、米子市（以下「乙」という。）、境港市（以下「丙」

という。）及び中国電力株式会社（以下「丁」という。）は、丁が設置する島根原子

力発電所（以下「発電所」という。）に係る鳥取県民（以下「県民」という。）の安

全確保及び環境の保全を図ることを目的として次のとおり協定を締結する。

甲、乙、丙及び丁は、鳥取県内を含む周辺地域住民の安全確保がすべてに優先す

るものであることを確認し、この協定を誠実に履行するものとする。

（安全確保等の責務）

第１条 丁は、発電所から放出される放射性物質に対する県民の安全確保及び周辺

環境の保全を図るため、関係法令等の遵守はもとより、発電所の建設、運転・保

守及び廃止（以下「運転等」という。）に万全の措置を講ずるものとする。

２ 丁は、発電所の安全性及び信頼性のより一層の向上を図るため、請負企業等を

含めた品質保証活動を積極的に行うとともに、原子炉施設の高経年化対策の充実

を図るものとする。

３ 丁は、放射線防護上の管理を徹底するとともに、施設の改善等を積極的に行う

ものとする。

４ 丁は、原子力に関する安全文化醸成に向けた活動を継続的に行うものとする。

（情報の公開）

第２条 甲、乙、丙及び丁は、原子力の安全性に関する情報の公開に積極的に努め

るものとする。

（放射性廃棄物の放出管理）

第３条 丁は、発電所から放出される気体状及び液体状の放射性廃棄物に起因する

発電所周辺地域の住民の線量が原子力安全委員会の定める線量目標値を確実に

下回るよう、放射性廃棄物の放出を管理するものとする。

（核燃料物質等の保管管理）

第４条 丁は、核燃料物質、放射性固体廃棄物等の放射性物質の保管及び管理に当

たっては、関係法令等に定める必要な措置を講ずるほか、更に安全確保に努める

ものとする。

２ 丁は、放射性固体廃棄物の発生量の低減に努めるものとする。

（環境放射線等の測定）

第５条 甲、乙、丙及び丁は、発電所に隣接する鳥取県内の環境放射線に関する測

定を行うものとし、この測定は、甲が定める計画に基づくものとする。

２ 乙、丙及び丁は、前項による計画の策定又は変更について意見を述べることが

できるものとする。

３ 甲、乙及び丙は、必要と認めた場合は、丁が行う測定について、甲、乙及び丙

の職員を立ち会わせることができるものとする。

４ 甲は、測定結果を公表するものとする。
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（計画等の報告）

第６条 丁は、次の各号に掲げる事項について、甲、乙及び丙に別に定めるところ

により報告するものとする。

発電所の増設（既存の設備の出力増加を含む。）に伴う土地の利用計画、冷

却水の取排水計画及び建設計画

原子炉施設（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

年法律第 号）（以下この条において「法」という。）に基づく実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和 年通商産業省令第 号）第３条

第１項第２号に規定する施設をいう。）の重要な変更

原子炉の廃止に伴う法第 条の３の 第２項の廃止措置計画及び同計画の

重要な変更

２ 甲、乙、丙及び丁は、前項に定める報告について相互に意見を述べることがで

きるものとする。

（核燃料物質等の輸送計画に対する事前連絡）

第７条 丁は、甲、乙及び丙に対し、新燃料、使用済燃料及び放射性廃棄物の輸送

計画並びにその輸送に係る安全対策について、事前に連絡するものとする。

（平常時における連絡）

第８条 丁は、甲、乙及び丙に対し、次の各号に掲げる事項について、定期的に又

はその都度遅滞なく連絡するものとする。

発電所建設工事（原子炉施設及びこれに関連する主要な施設を含む。）の計

画及び進捗状況並びに廃止措置計画

発電所の運転（試運転を含む。）計画及び運転状況並びに廃止措置実施計画

及び廃止措置の状況

放射性廃棄物の放出及び管理状況

発電所の定期検査の実施計画及びその結果

環境放射線の測定結果

温排水等の調査結果

品質保証活動の実施状況

高経年化対策の計画及び実施状況

その他必要と認められる事項

２ 丁は、発電出力などの発電所情報を甲が設置する環境放射線情報システムへ常

時提供するものとする。

（保安規定における運転上の制限及び施設運用上の基準を満足しない場合の連絡）

第９条 丁は、島根原子力発電所原子炉施設保安規定に定める運転上の制限及び施

設運用上の基準を満足していないと判断した場合は、速やかな復旧に努めるとと

もに、速やかに甲、乙及び丙に連絡するものとする。

（異常時における連絡）

第 条 丁は、甲、乙及び丙に対し、次の各号に掲げる事項について発生時に連

絡するものとする。

原子炉施設の故障関係
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① 原子炉施設の故障があったとき。

② 安全関係設備について、その機能に支障を生じる不調を発見したとき。

③ 原子炉の運転中に計画外の停止もしくは出力変化が生じたとき、又は計画

外の停止もしくは出力変化が必要となったとき。

④ 原子炉の構造上又は管理上に欠陥を生じ運転を停止しなければならない

おそれがあるとき。

放射性物質の漏えい関係

① 放射性物質が管理区域外で漏えいしたとき。

② 放射性物質が管理区域内で漏えいし、人の立入制限、かぎの管理等の措置

を講じたとき、又は漏えいした物が管理区域外に広がったとき。

放射線被ばく関係

① 放射線業務従事者の被ばくが法令に定める線量限度を超えたとき。

② 線量限度以下の被ばくであっても被ばくを受けた者に対して特別の措置

を行ったとき。

その他

① 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。

② 放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。

③ 発電所敷地内において火災が発生したとき。

④ 島根原子力発電所原子炉施設保安規定に定める緊急時体制を発令したと

き。

⑤ 発電所敷地内で測定した放射線が別に定める通報基準値に該当したとき。

⑥ その他、国への報告義務がある事態が発生したとき。

２ 甲、乙及び丙は、丁に対し、前項各号に定める事態が発生し、必要と認めた場

合は、放射線及び温排水等の測定結果等の提出を求めることができる。

（現地確認）

第 条 甲、乙及び丙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める

場合は、丁に対し報告を求め、又は甲、乙及び丙の職員を発電所に現地確認させ

ることができるものとする。

２ 丁は、前項の現地確認に協力するものとする。

３ 甲、乙、丙及び丁は、第１項に定める現地確認において相互に意見を述べるこ

とができるものとする。

（教育訓練）

第 条 丁は、発電所の運転等に当たっては、人に起因する事故等の防止等の安

全管理に資するため、社員に対する教育訓練の徹底を図るものとする。

２ 丁は、発電所の運転等に関する業務の一部を他に委託するときは、受託者に対

して安全管理上の教育訓練の徹底を指導するとともに、受託者が行う教育訓練に

対し、十分な指導監督を行うものとする。

（防災対策）

第 条 丁は、原子力事業者防災業務計画（原子力災害対策特別措置法（平成

年法律第 号）第７条第１項に基づき策定した計画）に定める防災対策の充実

強化を図るとともに、甲、乙及び丙が実施する地域の原子力防災対策に積極的に

資料編　資料２



111

協力するものとする。

（公衆への広報）

第 条 丁が発電所の異常な事態に関して公衆に特別の広報を行う場合は、甲、

乙及び丙に対して事前に連絡するものとする。

（連絡の方法）

第 条 丁は、甲、乙及び丙に対し、次の各号に定めるところにより連絡するも

のとする。

第７条及び第８条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとす

る。

第９条、第 条及び前条に掲げる事項については、速やかに電話及びファク

シミリ装置で連絡した後、文書をもって連絡するものとする。

（連絡責任者）

第 条 甲、乙、丙及び丁は、連絡を円滑に処理できるようあらかじめ連絡責任

者を定めるものとする。

（損害の補償）

第 条 発電所の運転等に起因して、県民に損害を与えた場合は、丁は誠意をも

って補償に当たるものとする。

２ 発電所の運転等に起因して、県民に損害を与えた場合において、明らかに風評

により農林水産物の価格低下、営業上の損失等の経済的損失が発生したと認めら

れるときは、丁は、その損失に対し誠意をもって補償その他の最善の措置を講ず

るものとする。

（諸調査への協力）

第 条 丁は、甲、乙又は丙が実施する安全確保対策についての諸調査に協力す

るものとする。

（協定の改定）

第 条 この協定に定める事項につき、国の原子力防災対策見直しのほか改定す

べき事由が生じたときは、甲、乙、丙及び丁は、いずれからもその改定を申し出

ることができる。この場合において、甲、乙、丙及び丁は、誠意をもって協議す

るものとする。

（運用）

第 条 この協定の実施に必要な細目については、甲、乙、丙及び丁が協議の上、

別に定めるものとする。

２ 甲、乙、丙及び丁は、第５条第２項、第６条第２項及び第 条第３項の規定

による意見があった場合並びにこの協定の運用において、甲、乙、丙又は丁のい

ずれかから意見があった場合は、相互に誠意をもって対応するものとする。

３ 甲、乙及び丙は、第８条第１項、第９条又は第 条についての連絡又は提出

を受けたときは、必要に応じ、関係自治体及び防災関係機関へ連絡するものとす
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る。

（その他）

第 条 この協定に定めた事項について疑義を生じたとき、又は定めのない事項

については、甲、乙、丙及び丁が協議して定めるものとする。

この協定締結の証として、本書４通を作成し、甲、乙、丙及び丁それぞれ１通を

保有するものとする。

平成 年 月 日

平成 年 月 日（一部改定）

甲 鳥取県鳥取市東町一丁目 番地

鳥取県

鳥取県知事 平 井 伸 治

乙 鳥取県米子市加茂町一丁目 番地

米子市

米子市長 野 坂 康 夫

丙 鳥取県境港市上道町 番地

境港市

境港市長 中 村 勝 治

丁 広島県広島市中区小町４番 号

中国電力株式会社

取締役社長 苅 田 知 英

資料編　資料２



113

島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定の運営要綱

鳥取県（以下「甲」という。）、米子市（以下「乙」という。）、境港市（以下「丙」

という。）及び中国電力株式会社（以下「丁」という。）は、島根原子力発電所に係

る鳥取県民の安全確保等に関する協定（以下「協定」という。）第 条第１項の規

定に基づき、協定の施行に関する必要な細目を定める。

（安全確保等の責務）

第１条 協定第１条第１項に定める「関係法令等」には、法令で定める規定及び原

子力規制委員会決定の内規等を含むものとする。（以下同じ。）

２ 協定第１条第２項に定める「品質保証活動」とは、原子力発電所の安全を達成・

維持・向上させるため、「原子力発電所における安全のための品質保証規程

（ ）」に従って原子力発電所の品質に影響を与える活動を管理（計画、

実施、評価及び改善をいう。）することをいう。

３ 協定第１条第２項に定める「高経年化対策」とは、安全第一を旨として、原子

力発電施設の一定の安全水準を確保するため、「実用発電用原子炉施設における

高経年化対策実施ガイド」（平成 年６月 日原子力規制委員会決定）に基づ

き、原子力発電施設の長期供用に伴う経年劣化の特徴を把握して、これに的確に

対応した保守管理を行うことをいう。

４ 丁は、協定第１条第４項の活動を行うに当たり、丁が開催する「原子力安全文

化有識者会議」により得られた有識者からの提言を踏まえるものとする。

（放射性廃棄物の管理目標値）

第２条 協定第３条における「原子力安全委員会の定める線量目標値」とは、「発

電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針 昭和 年５月 日原子

力安全委員会決定 」による。

（計画等の報告）

第３条 協定第６条第１項第２号に規定する「重要な変更」とは、核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 年法律第 号）（以下この条

において「法」という。）第 条の３の８の許可を受けようとする場合をいう。

ただし、県民の安全確保等に影響を及ぼさないものは除く。

２ 協定第６条第１項第３号に規定する「重要な変更」とは、次の各号について法

第 条の３の 第３項の規定に基づき準用する法第 条の６第３項の認可を

受けようとする場合をいう。

原子炉本体周辺設備等、原子炉本体等及び建物等の解体撤去に当たっての計

画変更

前号以外の計画変更にあっては、県民の安全確保等に影響を及ぼすおそれが

ある計画変更

３ 第１項ただし書及び前項第２号に該当するか否かについては、事前に甲、乙、

丙及び丁が相互に合意するものとする。なお、第１項ただし書及び前項第２号に

おける県民の安全確保等への影響とは、法第 条の３の８第４項の変更及び実

用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 条第１項に規定する軽微な変

更以外のものであって、災害の防止上支障が生じた場合の影響が発電所敷地外へ

及ぶおそれのあるものをいう。
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４ 協定第６条第１項に規定する報告は甲、乙、丙及び丁それぞれの実務担当者間

において行うものとする。その報告に当たって丁は、まず事前に計画概要を報告

し、その後の報告に係る時期、方法及び内容等について、同条第２項の規定によ

る意見を述べるための検討期間を考慮し、甲、乙及び丙と協議を行った上で、相

互の意見を踏まえ、適切に報告を行うものとする。

（核燃料物質等の輸送計画に対する事前連絡）

第４条 協定第７条に規定する連絡は、次により行うものとする。ただし、輸送日

時、経路等輸送に係る詳細な情報で、核物質防護の観点から連絡できないものを

除く。

丁は、甲、乙及び丙に対し、年間輸送計画を前年度末までに連絡するものと

する。

丁は、甲、乙及び丙に対し、輸送計画及びその輸送に係る安全対策について、

少なくとも輸送日の 日前までに連絡するものとする。

２ 連絡様式は、別に定めるものとする。

（平常時における連絡）

第５条 協定第８条第１項に規定する連絡は、次のとおりとする。

発電所建設工事（原子炉施設及びこれに関連する主要な施設を含む。）の計

画及び進捗状況並びに廃止措置計画

① 原子力発電所建設計画（その都度）

② 原子炉設置変更許可申請（その都度）

③ 原子炉設置変更許可（その都度）

④ 建設工事計画（毎年度当初）

⑤ 建設工事の進捗状況（毎月）

⑥ 廃止措置計画認可申請（その都度）

⑦ 廃止措置計画認可（その都度）

⑧ 廃止措置計画変更認可申請（その都度）

⑨ 廃止措置計画変更認可（その都度）

⑩ 廃止措置計画の変更届（その都度）

発電所の運転（試運転を含む。）計画及び運転状況並びに廃止措置実施計画

及び廃止措置の状況

① 発電所の運転計画（教育訓練及び燃料等輸送を含む。）（前年度末）

② 発電所の運転実績（教育訓練及び燃料等輸送を含む。）（毎年度当初）

③ 発電所の運転状況（毎月）

④ 計画運転停止の計画（その都度）

⑤ 計画運転停止の実績（その都度）

⑥ 冷却水取放水量の変更（その都度）

⑦ 廃止措置実施計画（前年度末）

⑧ 廃止措置実績（毎年度当初）

⑨ 廃止措置状況（毎月）

放射性廃棄物及び使用済燃料の管理状況

① 放射性廃棄物及び使用済燃料の管理状況（毎月）

発電所の定期検査の実施計画及びその結果

① 定期検査の計画（その都度）

② 定期検査の実施状況（毎週）
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③ 定期検査の結果（その都度）

環境放射線の測定結果

① 敷地境界モニタリングポストの測定結果（毎月）

② 環境放射線の測定結果（積算線量、環境試料）（毎四半期）

温排水等の調査結果

① 取放水の水温（毎月）

② 沿岸定点の水温（毎月）

③ 格子状定線の水温（毎四半期）

品質保証活動の実施状況

① 品質保証活動の実施状況（半年毎）

高経年化対策の計画及び実施状況

① 高経年化に関する長期保守管理方針（その都度）

② 高経年化に関する保全計画の実施状況（その都度）

その他必要と認められる事項

① 島根原子力情報伝送システムの伝送計画（毎月）

② 島根原子力情報伝送システムの伝送実績（毎月）

③ 放射線業務従事者の線量管理状況（半年毎）

④ 規定類の変更（保安規定、原子力事業者防災計画）（その都度）

⑤ 原子炉施設の用途廃止（その都度）

⑥ 地震発生時の発電所の状況（速報、対応結果）（その都度）

⑦ 新燃料の輸送実績（その都度）

⑧ 使用済燃料の輸送実績（その都度）

⑨ 低レベル放射性廃棄物の輸送実績（その都度）

⑩ 定期安全レビュー報告書（その都度）

⑪ 電離放射線障害防止規則（昭和 年労働省令第 号）第 条第２項の規

定により松江労働基準監督署長に報告した事項（その都度）

⑫ その他甲、乙及び丙が必要と認める事項（ただし、丁と協議するものとす

る。）

２ 連絡様式は、別に定めるものとする。

３ 協定第８条第２項に規定する発電所情報（リアルタイム）は、次のとおりとし、

準備が整い次第運用を開始する。

① 各号機の発電出力

② 各号機の排気筒モニタ値

③ 各号機の放水路水モニタ値

④ 敷地境界モニタリングポスト値

⑤ 風向及び風速

（保安規定における運転上の制限及び施設運用上の基準を満足しない場合の連絡）

第６条 協定第９条に規定する事項が、協定第 条に規定する事項に該当する場

合、又は該当する事態になった場合は、協定第 条の規定を適用するものとす

る。

（異常時における連絡）

第７条 協定第 条第１項についての連絡は、原因の解明・処理方針の決定がで

きていなくても、事態発生後直ちに丁は、甲、乙及び丙に連絡するものとする。

２ 協定第 条第１項第１号①に規定する「原子炉施設」とは、実用発電用原子
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炉の設置、運転等に関する規則（昭和 年通商産業省令第 号）第３条第１項

第２号に規定する施設とする。

また、「故障」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

及び電気事業法（昭和 年法律第 号）に規定される故障とする。

３ 協定第 条第１項第１号②に規定する「安全関係設備」とは、別表１に掲げ

るものとする。なお、「その機能に支障を生じる不調」とは、当該系統の機器の

故障により当該系統に要求される機能を満足できない状態をいう。

４ 協定第 条第１項第１号③に規定する「計画外の出力変化」については、原

子炉の出力変化が５パーセントを超えない範囲の出力変化を除くものとする。

５ 協定第 条第１項第２号①に規定する「放射性物質」とは、核燃料物質、核

燃料物質によって汚染された物、放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚

染された物をいう。（以下同じ。）

６ 協定第 条第１項第３号②に規定する「特別の措置」とは、電離放射線障害

防止規則第 条第１項に規定する医師の診察を受けた結果、被ばくに起因する

措置を行った場合をいう。

７ 協定第 条第１項第４号②に規定する「放射性物質の輸送」は、発電所を発

地、着地とするものを対象とする。この場合において、核燃料物質又は核燃料物

質によって汚染された物の輸送については、放射能汚染を伴わない交通事故等を

含むものとする。

８ 協定第 条第１項第４号⑤に規定する「通報基準値」は、別表２に掲げるも

のとする。ただし、計器の不調等によるものは除く。

９ 協定第 条第１項第４号⑥に規定する「国への報告義務がある事態が発生し

たとき」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び電気

事業法に基づく報告義務がある事態が発生したときをいう。

協定第 条第２項に規定する「測定結果等」は、同条第１項各号の発生事態

に関する資料を含むものとする。

公衆への広報

第８条 丁は、原子力の安全確保等について、県民への広報を積極的に行うものと

する。

（連絡の方法）

第９条 協定第 条各号に定める文書による連絡は、丁が電子メール等による甲、

乙及び丙への文書送信を行った後、郵送により行うものとする。

（損害の補償）

第 条 協定第 条第１項に規定している損害は、放射線の作用等による人的又

は物的損害等の直接損害をいう。この損害には自然環境への影響も含まれるもの

とし、原状回復措置費用についても補償対象とする。

２ 協定第 条第２項の規定によって解決できない場合において、当事者から処

理の申し出があったときは、甲、乙及び丙は、当事者間の合意に向け調整するも

のとする。

３ 補償の実施に当たり、補償額の決定に長期間を要すると判断されるときは、丁

は国等の関係機関と調整の上、仮払い等の措置を講ずるものとする。

（協定の改定）
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第 条 甲、乙、丙又は丁のいずれかから協定第 条の規定による改定の申し出

があったときは、必要に応じ、甲、乙、丙及び丁の実務担当者で構成される協議

会を開催するものとする。

（運用）

第 条 甲、乙及び丙は、協定第 条第２項の情報を関係自治体や防災関係機関

へ連絡する場合において、丁が必要があると認めるときは、その内容についてあ

らかじめ丁に確認するものとする。

（その他）

第 条 この要綱に定めた事項について、疑義を生じたとき、又はこの要綱に定

めのない事項については、甲、乙、丙及び丁が協議して定めるものとする。

平成 年 月 日

平成 年 月 日（一部改定）

甲 鳥取県

鳥取県知事 平 井 伸 治

乙 米子市

米子市長 野 坂 康 夫

丙 境港市

境港市長 中 村 勝 治

丁 中国電力株式会社

島根原子力発電所長
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別表１ 第７条第３項で規定する安全関係設備

１号機 ２号機 備 考

液体ポイズン系 ほう酸水注水系 原子炉停止機能

原子炉隔離時冷却系

高圧注水系

低圧注水系

炉心スプレイ系

格納容器冷却系

自動減圧系

原子炉隔離時冷却系

高圧炉心スプレイ系

低圧注水系

低圧炉心スプレイ系

格納容器冷却系

自動減圧系

炉心冷却機能

非常用ガス処理系 非常用ガス処理系 放射性物質の閉じ込

め機能

非常用ディーゼル発電機系

所内蓄電池系

非常用ディーゼル発電機系

所内蓄電池系

非常用電源

別表２ 第７条第８項で規定する異常時通報基準値

計 器 名 通 報 値

敷地境界モニタリングポスト ２２０ｎＧｙ／ｈ

計 器 名

通 報 値 Ａ 通 報 値 Ｂ

１号機 原子炉建物排気筒モニタ ５００ｃｐｓ １０００ｃｐｓ

タービン建物排気筒モニタ １５０ｃｐｓ ３００ｃｐｓ

放水路水モニタ ７ｃｐｓ ７０ｃｐｓ

２号機 原子炉建物排気筒モニタ ５００ｃｐｓ １０００ｃｐｓ

放水路水モニタ ８ｃｐｓ ８０ｃｐｓ

計 器 名 通 報 値 備 考

サイトバンカ建物排気筒モニタ １５０ｃｐｓ 積算放射能量の計測

値が左の値になった

とき

下記の状態が１０時間

続くとき 
下記の状態になっ 
たとき 
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島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定の一部を改定する協定

鳥取県（以下「甲」という。）、米子市（以下「乙」という。）、境港市（以下「丙」という。）及

び中国電力株式会社（以下「丁」という。）は、島根原子力発電所の原子炉の廃止及び確認書（平

成２５年１１月２０日）を踏まえ、島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定

の一部を次のように改定する。

第１条中「建設及び運転・保守」を「建設、運転・保守及び廃止」に改める。

第６条第１項第２号中「（昭和 年法律第 号）」の次に「（以下この条において「法」とい

う。）」を加え、「第２条」を「第３条」に改め、同条同項第３号中「原子炉の解体」を「原子炉の

廃止に伴う法第 条の３の 第２項の廃止措置計画及び同計画の重要な変更」に改める。

第８条第１項第１号中「進捗状況」の次に「並びに廃止措置計画」を加え、同条同項第２号中

「運転状況」の次に「並びに廃止措置実施計画及び廃止措置の状況」を加える。

第９条中「運転上の制限」の次に「及び施設運用上の基準」を加える。

第１０条中「原子炉施設等」を「原子炉施設」に改める。

平成２７年１２月２２日

甲 鳥取県鳥取市東町一丁目 番地

鳥取県

鳥取県知事 平 井 伸 治

乙 鳥取県米子市加茂町一丁目１番地

米子市

米子市長 野 坂 康 夫

丙 鳥取県境港市上道町 番地

境港市

境港市長 中 村 勝 治

丁 広島県広島市中区小町４番 号

中国電力株式会社

取締役社長 苅 田 知 英
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島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定の運営要綱の一部を改定する要綱

鳥取県（以下「甲」という。）、米子市（以下「乙」という。）、境港市（以下「丙」という。）及び

中国電力株式会社（以下「丁」という。）は、島根原子力発電所の原子炉の廃止及び確認書（平成２

５年１１月２０日）を踏まえ、島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定の運営

要綱の一部を次のように改定する。

第１条第１項中「指針類」を「内規等」に改め、第３項中「「高経年化に関する基本的な考え方」

（平成８年４月資源エネルギー庁）及び「実用発電用原子炉施設における高経年化対策の充実につ

いて」（平成 年８月原子力安全・保安院）等」を「「実用発電用原子炉施設における高経年化対策

実施ガイド」（平成 年６月 日原子力規制委員会決定）」に改める。

第３条第１項中「（昭和 年法律第 号）」の次に「（以下この条において「法」という。）」を

加え、「第 条第１項」を「第 条の３の８」に改め、第２項を第４項とし、第１項の次に次の２

項を加える。

２ 協定第６条第１項第３号に規定する「重要な変更」とは、次の各号について法第 条の３の

第３項の規定に基づき準用する法第 条の６第３項の認可を受けようとする場合をいう。

（１）原子炉本体周辺設備等、原子炉本体等及び建物等の解体撤去に当たっての計画変更

（２）前号以外の計画変更にあっては、県民の安全確保等に影響を及ぼすおそれがある計画変更

３ 第１項ただし書及び前項第２号に該当するか否かについては、事前に甲、乙、丙及び丁が相互

に合意するものとする。なお、第１項ただし書及び前項第２号における県民の安全確保等への影

響とは、法第 条の３の８第４項の変更及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第

条第１項に規定する軽微な変更以外のものであって、災害の防止上支障が生じた場合の影響

が発電所敷地外へ及ぶおそれのあるものをいう。

第５条第１項第１号の本文中「進捗状況」の次に「並びに廃止措置計画」を加え、同項同号⑤の

次に次を加える。

⑥ 廃止措置計画認可申請（その都度）

⑦ 廃止措置計画認可（その都度）

⑧ 廃止措置計画変更認可申請（その都度）

⑨ 廃止措置計画変更認可（その都度）

⑩ 廃止措置計画の変更届（その都度）
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第５条第１項第２号本文中「運転状況」の次に「並びに廃止措置実施計画及び廃止措置の状況」

を加え、同項⑥の次に次を加える。

⑦ 廃止措置実施計画（前年度末）

⑧ 廃止措置実績（毎年度当初）

⑨ 廃止措置状況（毎月）

第６条中「運転上の制限」の次に「及び施設運用上の基準」を加える。

第７条第２項中「第２条第１項第２号に規定する原子炉施設とし、「等」とは、「発電機、主要変

圧器（主変圧器、所内変圧器等）、しゃ断器」」を「第３条第１項第２号に規定する施設」に改める。

平成２７年１２月２２日

甲 鳥取県

鳥取県知事 平 井 伸 治

乙 米子市

米子市長 野 坂 康 夫

丙 境港市

境港市長 中 村 勝 治

丁 中国電力株式会社

島根原子力発電所長 北 野 立 夫
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       第 201200 1 18 95 6 号   

                             平成２４年１１月 １ 日 
 
 
中国電力株式会社 

  取締役社長 苅田  知英 様 
 
                     鳥取県 

                    鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

 

 

                     米子市 

                    米子市長 野 坂 康 夫 

 

 

 

                     境港市 

                    境港市長 中 村 勝 治 

 
 
 
   国の原子力防災対策見直しを踏まえた「島根原子力発電所に係る鳥取県民の 
   安全確保等に関する協定等」の改定について（申入れ） 
 
去る９月１９日、国の原子力安全規制に関する新組織（原子力規制委員会）が発足すると

ともに、原子力災害対策特別措置法及び同法施行令等が改正されたことにより、既に島根原

子力発電所に係る地域防災計画（原子力災害対策編）を策定していた鳥取県は、関係周辺都

道府県に、米子市、境港市は関係周辺市町村に位置付けられることとなりました。 
また、先に発表された原子力規制委員会（原子力規制庁）の原子力災害対策指針により、緊

急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）に鳥取県が位置付けられることになりました。 
 ついては、貴社に対し、島根原子力発電所に係る鳥取県民の更なる安全・安心の確保のた

め、下記のとおり島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定（以下「安全

協定」という。）第１９条の規定により、安全協定の改定を申し入れます。 
 

記 

 

１ 安全協定を立地県・立地市並の協定となるよう改定すること。 

 

２ 同運営要綱第１１条の規定により、実務担当者で構成される協議会を設置し、誠意ある協議 

 を行うこと。 
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第 号

平成２５年１２月１７日

中国電力株式会社

取締役社長 苅 田 知 英 様

鳥取県知事 平 井 伸 治

米 子 市 長 野 坂 康 夫

境 港 市 長 中 村 勝 治

「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定等」の改定

について（申入れ）

このことについては、平成２４年１１月１日に申入れを行い、島根原子力発電所に係

る鳥取県民の安全確保等に関する協定（以下「安全協定」という。）を立地自治体並の

安全協定となるように改定すべく、現在、本県、米子市、境港市及び貴社とで協議を継

続中です。

このような中、１１月２１日に貴社より安全協定第６条に基づき、島根原子力発電所

２号機の新規制基準適合性確認申請に関する事前報告がありました。このことを受け、

県、米子市及び境港市では、貴社に対する意見を本日提出したところですが、安全協定

第６条に基づく事前報告の可否に関しては、今回最終的な意見を留保している状況です。

貴社において、再稼働への準備が現実に進められようとしている状況の中、立地自治

体と安全協定の規定内容について差が設けられている現状は、貴社の対応自体にも差が

生じるのではないかとの懸念を抱かせるものであり、その改定は、県民の安全・安心の

ため喫緊の課題であります。

ついては、貴社に対し、鳥取県民に対するこのような安全の差別的取扱いに繋がる状

況を解消すべく、安全協定の立地自治体と同等の内容への早期改定について強く求めま

す。

写
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（写） 

第 201300119491 号 

平成２５年１１月１日 

 

島根県知事 溝 口 善 兵 衛 様 

 

 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

 

 

米 子 市 長 野 坂 康 夫 

 

 

 

境 港 市 長 中 村 勝 治 

 

 

 

島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する意見の

反映について（申入れ） 

 

 本年７月８日、原子炉等規制法に基づく新規制基準が施行され、中国電力株

式会社においても島根原子力発電所に係る当該基準への適合に向けた準備が進

められているところです。 

 このような中、島根原子力発電所の周辺地域における住民の安全確保等のた

め、国、中国電力等に対し、周辺地域としての意見等を伝え、その施策や安全

対策等に適切に反映していただくことが必要であり、これに当たっては貴県と

の連携が必要と考えているところです。 

 ついては、貴県において、島根原子力発電所に関する重要な判断や回答をす

るに当たり、本県の意見等を踏まえ誠意をもって対応されるとともに、国、中

国電力等に本県の意見等をお伝えいただくよう申し入れます。 
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（写） 
 

島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する覚書 

 

 島根県（以下「甲」という。）、鳥取県（以下「乙」という。）並びに米子市及び境港

市（以下「丙」という。）は、甲が島根原子力発電所に関する重要な判断や回答をする

に当たって、下記の手続きを経ることを確認する。 

 

記 

 

１ 甲は、乙及び丙の考えをよく理解し、誠意をもって対応する。 

 

２ 甲は、総合的に判断した島根原子力発電所に関する重要な判断や回答を、乙及び

丙に説明する。 

 

３ 前項の説明を経て、国、中国電力等重要な判断を回答すべき相手に対し、甲とし

ての考えを届けるものとする。 

 その際、乙から甲に対し、丙の意見等を踏まえた意見等の提出があった場合には、

甲は、当該意見等を付して届けるものとする。 

 

平成２５年１１月７日 

 

 

 

甲   島根県知事  溝 口 善 兵 衛 

 

 

 

乙   鳥取県知事  平 井 伸 治 

 

 

 

丙   米 子 市 長  野 坂 康 夫 

 

 

 

丙   境 港 市 長  中 村 勝 治 
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第 号

平成２５年１２月１７日

中国電力株式会社

取締役社長 苅 田 知 英 様

鳥取県知事 平 井 伸 治

原子炉等規制法の改正に伴い新たに施行された規制基準に係る安全対策に

ついて（回答）

平成２５年１１月２１日付電原総第２４号で報告のあったこのことについては、島根

原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定第６条に基づき、下記のとおり

回答します。貴社の誠意ある対応を求めます。

記

１ 安全協定第６条に基づく事前報告の可否に関しては、今回最終的な意見を留保し、

当該事項に関する最終的な意見は、原子力規制委員会及び中国電力株式会社から審査

結果について説明を受け、県議会、県原子力防災専門家会議、米子市、境港市の意見

を聞いた上で提出する。

２ 再稼働に向けての一連の手続に際し、鳥取県、米子市及び境港市に協議を行うこと

を始め、立地自治体と同等に対応すること。

３ 島根原子力発電所の安全対策や原子力規制委員会の審査状況等について、住民説明

会を開催するとともに、鳥取県、米子市及び境港市に対して分かりやすく丁寧な説明

を行うこと。

４ 汚染水対策を適切に実施すること。また、その内容を具体的かつ分かりやすく説明

すること。

５ 宍道断層などの活断層評価を始め、地震・津波に関する継続的な調査・評価と最新

の知見を反映した適切な対応を行うこと。

６ フィルタベントなどシビアアクシデント対策を適切に実施すること。また、その内

容を具体的かつ分かりやすく説明すること。

７ 県民の安全第一を旨とし、関係自治体など地元への正確な情報提供、組織体制、訓

練を始め原子力安全文化の醸成、自主的かつ主体的な安全対策、周辺自治体の防災対

策への協力など、万全な原子力安全対策を責任をもって行うこと。

写
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第 20130 0 1 4 8 7 4 6 号 

平成２５年１２月１８日 

 

 

経済産業大臣 茂 木 敏 充  様 

 

 

 

  鳥取県知事  平 井 伸 治 

 

 

 

  米 子 市 長  野 坂 康 夫 

 

 

 

  境 港 市 長  中 村 勝 治 

 

 

 

 

中国電力株式会社の島根原子力発電所２号機に関する新規制基準適合性確

認申請の動きを踏まえた要望について（送付） 

 

鳥取県における原子力防災行政について、日頃御協力をいただき、厚くお礼を申し上

げます。 

さて、１１月２１日に、中国電力株式会社から、鳥取県、米子市、境港市及び中国電

力と締結している「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定」に基

づき、新規制基準適合性確認申請の事前報告を受け、１２月１７日にこれに対する意見

を提出したところです。 

ついては、今回貴省に対し、万が一原子力災害が発生した場合には大きな影響が及び

得るという周辺地域の不安を勘案し適切に対処されるよう、別紙１のとおり強く要望し

ます。 

なお、鳥取県では、県議会、米子市及び境港市と協議を行い、事前報告の可否に関し

ては、今回最終的な意見を留保し、当該事項に関する最終的な意見は、原子力規制委員

会及び中国電力株式会社から審査結果について説明を受け、県議会、県原子力防災専門

家会議、米子市及び境港市の意見を聞いた上で提出することとしました。また、中国電

力株式会社に対応を求める事項として、別紙２のとおり汚染水対策を適切に実施するこ

となど７項目の意見を付しています。 

 

写 
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別紙１ 

経済産業省への要望 

 

＜原子力発電所の汚染水対策について＞ 

 

【汚染水対策】 

○ 島根原子力発電所において、汚染水対策を適切に実施させること。また、中国電力

株式会社に対し、その内容を具体的かつ分かりやすく説明するよう指導すること。 

○ 福島第一原子力発電所において、地下水が流れ込み、放射能汚染水として海等に流

出していることを踏まえ、原子力発電所敷地外への放射性物質の拡散を抑制するた

め、汚染水対策に万全を期すること。 

○ また、他の原子力事業者に対しても、事故時の地下水への対応、放射能汚染水の回

収、処理、貯蔵及び流出防止策等を確保させるとともに、原子炉等規制法に基づく

新規制基準、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力事業者防災業務計画など法

的にも担保するよう措置すること。 

 

 

＜周辺地域の意見に基づいた原子力発電所の運用について＞ 

 

【原子力発電所の再稼働に当たって】 

○ 中国電力株式会社に対し、再稼働に向けての一連の手続きに際し、鳥取県、米子市

及び境港市に協議を行うことを始め、立地自治体と同等に対応するよう指導するこ

と。 

○ 中国電力株式会社に対し、島根原子力発電所の安全対策や原子力規制委員会の審査

状況等について、住民説明会を開催するとともに、鳥取県、米子市及び境港市に対

して分かりやすく丁寧な説明を行うよう指導すること。 

○ 中国電力株式会社に対し、県民の安全第一を旨とし、関係自治体など地元への正確

な情報提供、組織体制、訓練をはじめ原子力安全文化の醸成、自主的かつ主体的な

安全対策、周辺自治体の防災対策への協力など、万全な原子力安全対策を責任をも

って行うよう指導すること。 

○ 原子力発電所の再稼働の判断に当たっては、地域の安全を第一義とし、立地県のみ

ならず周辺地域の意見を聞くこと。また、安全対策の進ちょく状況等も踏まえ、国

が責任を持って判断し、国民に説明すること。 

○ 原子力発電所における安全対策の確保について、周辺地域の声が反映される法的な

仕組みを検討し、整備すること。 

 

【原子力防災体制の強化】 

○  中国電力株式会社に対し、万が一、原子力災害が発生した場合には周辺地域にも

被害が及ぶという実情及び国の原子力防災対策の見直し状況などを踏まえ、安全協

定の必要な見直しを迅速に行うよう指導すること。  
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別紙２ 

 

中国電力株式会社に対応を求める事項 

 

 

１ 安全協定第６条に基づく事前報告の可否に関しては、今回最終的な意見を留保し、

当該事項に関する最終的な意見は、原子力規制委員会及び中国電力株式会社から審査

結果について説明を受け、県議会、県原子力防災専門家会議、米子市、境港市の意見

を聞いた上で提出する。 

 

２ 再稼働に向けての一連の手続に際し、鳥取県、米子市及び境港市に協議を行うこと

を始め、立地自治体と同等に対応すること。 

 

３ 島根原子力発電所の安全対策や原子力規制委員会の審査状況等について、住民説明

会を開催するとともに、鳥取県、米子市及び境港市に対して分かりやすく丁寧な説明

を行うこと。 

 

４ 汚染水対策を適切に実施すること。また、その内容を具体的かつ分かりやすく説明

すること。 

 

５ 宍道断層などの活断層評価を始め、地震・津波に関する継続的な調査・評価と最新

の知見を反映した適切な対応を行うこと。 

 

６ フィルタベントなどシビアアクシデント対策を適切に実施すること。また、その内

容を具体的かつ分かりやすく説明すること。 

 

７ 県民の安全第一を旨とし、関係自治体など地元への正確な情報提供、組織体制、訓

練を始め原子力安全文化の醸成、自主的かつ主体的な安全対策、周辺自治体の防災対

策への協力など、万全な原子力安全対策を責任をもって行うこと。 
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第 20130 0 1 4 8 7 4 5 号 

平成２５年１２月１９日 

 

 

原子力規制庁長官  池 田 克 彦   様 

 

 

 

  鳥取県知事  平 井 伸 治 

 

 

 

  米 子 市 長  野 坂 康 夫 

 

 

 

  境 港 市 長  中 村 勝 治 

 

 

 

 

中国電力株式会社の島根原子力発電所２号機に関する新規制基準適合性確

認申請の動きを踏まえた要望について（送付） 

 

鳥取県における原子力防災行政について、日頃御協力をいただき、厚くお礼を申し上

げます。 

さて、１１月２１日に、中国電力株式会社から、鳥取県、米子市、境港市及び中国電

力と締結している「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定」に基

づき、新規制基準適合性確認申請の事前報告を受け、１２月１７日にこれに対する意見

を提出したところです。 

ついては、今回貴庁に対して、万が一原子力災害が発生した場合には大きな影響が及

び得るという周辺地域の不安を勘案し適切に対処されるよう、別紙１のとおり強く要望

いたします。 

なお、鳥取県では、県議会、米子市及び境港市と協議を行い、事前報告の可否に関し

ては、今回最終的な意見を留保し、当該事項に関する最終的な意見は、原子力規制委員

会及び中国電力株式会社から審査結果について説明を受け、県議会、県原子力防災専門

家会議、米子市及び境港市の意見を聞いた上で提出することとしました。また、中国電

力株式会社に対応を求める事項として、別紙２のとおり汚染水対策を適切に実施するこ

となど７項目の意見を付しています。 

 

  

写 
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別紙１ 

 

原子力規制委員会への要望 

 

 

＜原子力発電所の汚染水対策について＞ 

 

【汚染水対策】 

○ 島根原子力発電所において、汚染水対策を適切に実施させること。また、その内容

を確認し、具体的かつ分かりやすく説明すること。 

 

○ 福島第一原子力発電所において、地下水が流れ込み、放射能汚染水として海等に流

出していることを踏まえ、原子力発電所敷地外への放射性物質の拡散を抑制するた

め、汚染水対策に万全を期すること。 

 

○ また、他の原子力事業者に対しても、事故時の地下水への対応、放射能汚染水の回

収、処理、貯蔵及び流出防止策等を確保させるとともに、原子炉等規制法に基づく

新規制基準、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力事業者防災業務計画など法

的にも担保するよう措置すること。 

 

 

＜周辺地域の意見に基づいた原子力発電所の運用について＞ 

 

【原子力発電所の安全対策について】 

○ 福島第一原子力発電所事故の原因究明調査結果をも踏まえた国際的にも通用する新

規制基準に基づき、原子力発電所の安全性を客観的に確認し、厳格な審査を行うと

ともに、周辺地域に十分な説明を行い国民的理解を得ること。 

 

○ 地震・津波に関する継続的な調査・評価と最新の知見を反映した厳格な審査を行う

こと。また、原子力発電所の耐震設計上考慮すべき活断層評価については、安全サ

イドに立った評価基準を策定するとともに、宍道断層を始め発電所の安全に影響を

及ぼす周辺の断層を含め原子力規制委員会として改めて確認を行うこと。 

 

○ フィルタベントなどシビアアクシデント対策について、周辺地域への影響防止の観

点からも厳格に審査すること。また、その内容を具体的かつ分かりやすく説明する

こと。 

 

○ 島根原子力発電所２号機に係る新規制基準の適合性確認審査結果について、鳥取県、

米子市及び境港市並びに地域住民への分かりやすい説明を行うこと。 
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○ 福島第一原子力発電所の原子炉とほぼ同時期に設置された同型式の原子炉を有する

島根原子力発電所について、その特性を考慮した安全対策が確保されるよう厳正な

審査、運用等を行うこと。 

 

○ 中国電力株式会社に対し、県民の安全第一を旨とし、関係自治体など地元への正確

な情報提供、組織体制、訓練を始め原子力安全文化の醸成、自主的かつ主体的な安

全対策、周辺自治体の防災対策への協力など、万全な原子力安全対策を責任をもっ

て行うよう指導すること。 

 

○ 中国電力株式会社に対し、万が一、原子力災害が発生した場合には周辺地域にも被

害が及ぶという実情及び国の原子力防災対策の見直し状況などを踏まえ、安全協定

の必要な見直しを迅速に行うよう指導すること。 

 

【原子力発電所の再稼働に当たって】 

○ 原子力発電所の再稼働の判断に当たっては、地域の安全を第一義とし、立地県のみ

ならず周辺地域の意見を聞くこと。また、安全対策の進ちょく状況等も踏まえ、国

が責任を持って判断し、国民に説明すること。 

 

○ 原子力発電所における安全対策の確保について、周辺地域の声が反映される法的な

仕組みを検討し、整備すること。 

 

【国の費用負担について】 

○ 緊急時防護措置準備区域（ＵＰＺ）の原子力防災体制の整備（初期投資）を緊急に

実施するため、当県において放射線監視等の中心となる原子力環境センター（ＥＭ

Ｃ）等の整備を進めており、平成２７年度までの３カ年で確実に整備できるよう、

国において必要な財源を措置すること。また、当該年度の交付金執行にあたっては、

原子力関係施設等が特殊なものであり、整備事務に時間を要することを考慮し、機

器等の整備が可及的速やかに行えるよう早期の交付決定を行うなどの対応を行うこ

と。 

併せて、ＵＰＺ内では県域にかかわらず切れ目のない防護措置を早期に準備する

必要があることから、新たにＵＰＺが設定された原発立地県に対しても同様に十分

な財源措置をすること。 

 

○ 平成２５年度補正予算の執行に当たっては、道府県における原子力防災資機材（ホ

ールボディカウンター等）等の緊急整備ができるよう配慮すること。 

 

○ 原子力防災対策を実施するうえで必要となる人件費についても、国が負担すること。 
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＜原子力発電所における防災対策の強化について＞ 

 

【原子力防災体制の強化】 

○ 避難先への輸送手段の確保については、避難者数が多く、避難に必要な輸送手段等

の全てを県で確保することは困難なため、国において、避難者の輸送手段（バス、

鉄道、福祉用車両、ヘリコプター等）や運転者の確保など人的支援を速やかに確保

する仕組みを構築すること。 

 

○ 拡散シミュレーションについては、地域防災計画策定のための参考データではなく、

地域防災計画上の被害想定、更には円滑な住民避難のために必要となる地形の考慮

や被ばく線量等をも考慮した防災ツールとして有効に活かせるものの開発を進める

こと。 

 

【緊急時に備えた体制の整備】 

○ 避難の判断をモニタリングの実測に頼りすぎることは、迅速な避難の妨げになるお

それがある。また、避難の方向についても、実測のみでは的確な判断を損ねるおそ

れがあり、島根原子力発電所に係るＳＰＥＥＤＩ等による予測情報は不可欠なこと

から、ＳＰＥＥＤＩの信頼性向上を図るとともに、気象予測情報の具体的な活用方

法を明示すること。 

 

【被ばく医療体制の整備】 

○ 国が責任をもって事故発生時の屋内退避等の防護措置との併用時の安定ヨウ素剤投

与の手順や基準を具体的に示すこと。 

 

○ 安定ヨウ素剤を事故発生時に乳幼児に速やかに投与できるよう、乳幼児用シロップ

剤の早期製品化を製薬メーカーに働きかけること。 

 

【災害時要援護者の広域的な避難体制の整備】 

○ 特別な配慮が必要となる病院や福祉施設の入所者など要援護者の避難先は広範囲と

なり、避難のための特別な移動手段及び搬送に付き添う医療従事者等を確保する必

要があることから、国が関与してその具体的な方針を示すとともに、体制整備をす

ること。 

 

○ 最終的な避難先に入所するまでの間、広域福祉避難所を設置することを想定するが、

この運営に必要な人材（医療・介護従事者、手話通訳者等）、機材（ベッド・車いす

等）、物資（食糧・介護用品等）が不足することが見込まれるので、国において速や

かな派遣、調達の仕組みを構築すること。 

 

○ 広域福祉避難所から最終の避難先となる社会福祉施設等への避難を確実に行えるよ

う、国において、速やかな受入れ先確保の仕組みを構築すること。 
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別紙２ 

 

中国電力株式会社に対応を求める事項 

 

 

１ 安全協定第６条に基づく事前報告の可否に関しては、今回最終的な意見を留保し、

当該事項に関する最終的な意見は、原子力規制委員会及び中国電力株式会社から審査

結果について説明を受け、県議会、県原子力防災専門家会議、米子市、境港市の意見

を聞いた上で提出する。 

 

２ 再稼働に向けての一連の手続に際し、鳥取県、米子市及び境港市に協議を行うこと

を始め、立地自治体と同等に対応すること。 

 

３ 島根原子力発電所の安全対策や原子力規制委員会の審査状況等について、住民説明

会を開催するとともに、鳥取県、米子市及び境港市に対して分かりやすく丁寧な説明

を行うこと。 

 

４ 汚染水対策を適切に実施すること。また、その内容を具体的かつ分かりやすく説明

すること。 

 

５ 宍道断層などの活断層評価を始め、地震・津波に関する継続的な調査・評価と最新

の知見を反映した適切な対応を行うこと。 

 

６ フィルタベントなどシビアアクシデント対策を適切に実施すること。また、その内

容を具体的かつ分かりやすく説明すること。 

 

７ 県民の安全第一を旨とし、関係自治体など地元への正確な情報提供、組織体制、訓

練を始め原子力安全文化の醸成、自主的かつ主体的な安全対策、周辺自治体の防災対

策への協力など、万全な原子力安全対策を責任をもって行うこと。 
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（写）
第 号

平成２７年３月１９日

中国電力株式会社

取締役社長 苅 田 知 英 様

鳥取県知事 平 井 伸 治

島根原子力発電所１号機の廃止決定に伴う申入れについて（通知）

平成２７年３月１８日に貴社より報告のあったこのことについて、下記のとおり申入

れます。貴社の誠意ある対応を求めます。

記

１ 島根原子力発電所１号機については、引き続き厳正に安全管理を行うこと。

２ 原子炉等規制法に基づく廃炉に向けての一連の手続に際しては、鳥取県、米子市及

び境港市に安全協定に基づく報告を行うことを始め、安全を第一義として十分に協議

を行い立地自治体と同等に対応すること。これに当たり、まずは廃止措置計画の申請

内容等について、鳥取県、米子市及び境港市に対して具体的かつ分かりやすく説明す

ること。

３ 島根原子力発電所１号機についても、鳥取県、米子市及び境港市が行うべき安全対

策及び防災対策について全面的に協力すること。

４ 現在改定協議中の安全協定について、立地自治体と安全協定の規定内容に差が設け

られている現状は、貴社の対応自体にも差が生じるのではないかとの懸念を残すもの

であり、立地自治体と同等の内容に改定すること。
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（写）
第 号

平成２７年３月１９日

経済産業大臣 宮 沢 洋 一 様

鳥取県知事 平 井 伸 治

中国電力株式会社島根原子力発電所１号機の廃止決定にともなう要望につ

いて

鳥取県における原子力防災行政について、日頃御協力をいただき、厚くお礼を申し上

げます。

さて、３月１８日に、中国電力株式会社から、島根原子力発電所１号機の廃止を決定

し、電気事業法上の運転終了に関する届出を貴省に行ったことについて報告を受けまし

た。

ついては、今後想定される長期間の廃止措置に係る周辺地域の安心・安全確保等も勘

案し、適切に対処されるよう下記のとおり強く要望します。

記

１ 運転終了及び廃止措置中の安全確保については、立地のみならず鳥取県など周辺の

意見を聴き、長期にわたる廃止措置が徹底した安全管理の下で行われるよう、貴省に

おかれても中国電力への指導を適切に行うこと。

２ 廃止措置中における周辺自治体が行う安全対策及び防災対策について、人件費等を

含めた財源等の対応を検討すること。

３ 中国電力に対し、安全協定の立地自治体と同等の内容への必要な見直しを迅速に行

うよう指導すること。
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（写）
第 号

平成２７年３月１９日

原子力規制庁長官 池 田 克 彦 様

鳥取県知事 平 井 伸 治

中国電力株式会社島根原子力発電所１号機の廃止決定に対する要望につい

て

鳥取県における原子力防災行政について、日頃御協力をいただき、厚くお礼を申し上

げます。

さて、３月１８日に中国電力株式会社から、島根原子力発電所１号機の廃止を決定し、

電気事業法上の運転終了に関する届出を経済産業省に行ったことについての報告を受

けました。

ついては、今後想定される長期間の廃止措置に係る周辺地域の安心・安全確保等も勘

案し、適切に対処されるよう下記のとおり強く要望します。

記

１ 廃炉の安全に関する規制基準をはじめとして廃止措置段階における安全確保に関

する適正処理のプロセスを早期に明確にするとともに、原子炉等規制法に基づく廃止

措置計画の認可等を行う場合には、安全を第一義として厳正に対処すること。また、

これら内容を鳥取県、米子市及び境港市に具体的かつ分かりやすく説明すること。

２ 廃止措置においては安全を第一とし、立地のみならず鳥取県など周辺の意見を聴

き、長期にわたる廃止措置を徹底した安全管理の下で行うように指導・監督すること。

３ 廃止措置中の防災対策について万全を期すこと。また、自治体に対して必要な技術

的及び財政的支援を行うこと。
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（写）
第201500028555号

平成２７年５月１５日

中国電力株式会社

取締役社長 苅 田 知 英 様

鳥取県知事 平 井 伸 冶

島根原子力発電所１号機の営業運転終了に伴う安全確保について

島根原子力発電所１号機の営業運転の終了に当たり、今後の廃止措置を憂慮して下

記のとおり申し入れます。貴社の誠意ある対応を求めます。

記

１ 廃止措置に係る安全確保については、長期にわたる廃止措置が安全を最優先とし

て行われるよう、引き続き厳正に安全確保を最優先に取り組むこと。

２ 廃止措置については、安全対策をはじめとし実効性のあるものにすること。また、

使用済み核燃料の取扱い及び廃止措置に伴って発生する廃棄物の処理・処分につい

て、具体的にするとともに、安全対策をはじめ地元自治体の理解を得ること。

３ 原子炉等規制法に基づく廃炉に向けての一連の手続きに際しては、本県、米子市

及び境港市に対して安全協定に基づく報告を行うことを始め、安全を第一義として

十分に協議を行い立地自治体と同様に対応すること。

４ 廃止措置が終了するまでの間について、鳥取県、米子市及び境港市が行う安全対

策及び防災対策について、事業者としての役割を積極的に果たすこと。

５ 現在協議中の安全協定について、立地自治体と安全協定の内容に差が設けられて

いる現状は、貴社の対応自体にも差が生じるのではないかとの懸念を残すものであ

り、立地自治体と同等の内容に改定すること。
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第2015 0 01 3 69 8 2号

平成２７年１２月８日

中国電力株式会社

取締役社長 苅田 知英 様

鳥取県

鳥取県知事 平井 伸治

米子市

米 子 市 長 野坂 康夫

境港市

境 港 市 長 中村 勝治

島根原子力発電所１号機の廃止措置等を踏まえた「島根原子力発電所に係る鳥取

県民の安全確保等に関する協定等」の改定について（申入れ）

平成２３年１２月２５日に鳥取県及び米子市、境港市並びに中国電力株式会社が締結し

た島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保に関する協定（以下「安全協定」という。）

については、立地県・立地市同等の協定となるよう継続して協議を行っているところです。

平成２７年４月３０日に島根原子力発電所１号機が運転を終了したことに伴い、今後、

中国電力株式会社において核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

３２年法律第１６６号）第４３条の３の３３第１項に規定される廃止措置（以下「廃止措

置」という。）が講じられることになります。

ついては、貴社に対し、島根原子力発電所に係る鳥取県民の更なる安全・安心の確保の

ため、下記のとおり安全協定第１９条の規定により、安全協定の改定を申し入れます。

記

１ 島根原子力発電所１号機の廃止措置については、安全協定第６条第１項第３号の「原

子炉の解体」に該当し、関係自治体に対して報告等が行われるとの認識ですが、法令に

沿った手続きを明確にするため、当該事項について協定に明記すること。あわせて、協

定の運営要綱についても同様の改正を行うこと。

２ 安全協定を立地県・立地市同等の協定となるよう改定すること。
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第 201600047798 号 

防起第６２２号－１ 

受 境 自 第 ３ ３号 

平成２８年６月１７日 

 

中国電力株式会社 

  取締役社長 清 水 希 茂  様 

 

 

  鳥取県知事  平 井 伸 治 

 

 

 

                 米 子 市 長  野 坂 康 夫 

 

 

 

                 境 港 市 長  中 村 勝 治 

 

 

 

島根原子力発電所１号機の廃止措置について（回答） 

 

平成２８年４月２８日付島原本広第８２号、同第８３号及び同第８４号で報告のあっ

たこのことについては、島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定第

６条に基づき、別紙のとおり回答します。貴社の誠意ある対応を求めます。 
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別紙 

 

 

１ 安全協定第６条に基づく事前報告に関しては、今回最終的な意見を留保する。事前

報告の可否に関する最終的な意見は、今後、原子力規制委員会の詳細な審査の後、同

委員会及び中国電力株式会社から審査結果について説明を受け、議会、県原子力安全

顧問、原子力安全対策合同会議の意見を聞き、県、米子市及び境港市で協議の上で提

出する。 

 

２ 廃止措置の各段階に係る一連の手続に際し、その都度鳥取県、米子市及び境港市に

協議を行うことをはじめ、立地自治体と同等に対応すること。 

 

３ 島根原子力発電所の安全対策や原子力規制委員会の審査結果（審査状況及び審査に

より変更・追加した内容を含む。）について、地域住民、鳥取県、米子市及び境港市

に対して分かりやすく丁寧な説明を行うこと。 

 

４ 県民の安全第一を旨とし、関係自治体など地元への正確な情報提供、設備面での対

応だけでなく、組織・人員体制、教育訓練といった人的な対応に関する不断の充実・

強化、原子力安全文化の醸成、自主的かつ主体的な安全対策、周辺自治体の防災対策

への協力など、万全な原子力安全対策を責任をもって行うこと。 

 

５ 使用済燃料及び新燃料の全量搬出・譲渡しについて、責任を持って、安全な管理及

び実効性のある処分を適正に行うこと。 

 

６ 廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物については、責任を持って、安全を第一に、

関係する規制基準等に従い、適切かつ確実な管理及び処分を適正に行うこと。 

 

７ 地震等の自然災害への対応を含め、廃止措置の段階に応じた安全対策を講ずること。 

 

８ 系統除染に使用した薬液や解体等の作業に伴う放射性粉じん等について周辺環境

への影響防止の観点から、放射性物質の漏えい防止対策に万全を期すこと。 

 

９ 長期にわたって必要となる原子力防災対策の費用については、事業者として必要な

負担を行うこと。 
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第 201600047801 号 

防起第６２２号－１ 

発 境 自 第 ５ ７ 号 

平成２８年６月１７日 

 

中国電力株式会社 

  取締役社長  清 水 希 茂  様 

 

 

 

鳥取県知事  平 井 伸 治 

 

 

 

                 米 子 市 長  野 坂 康 夫 

 

 

 

                 境 港 市 長  中 村 勝 治 

 

 

 

「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定等」の改定

について（申入れ） 

 

このことについては、平成２４年１１月１日に申入れを行い、島根原子力発電所に係

る鳥取県民の安全確保等に関する協定（以下「安全協定」という。）を立地自治体と同

等の安全協定となるように改定すべく、現在、貴社、鳥取県、米子市及び境港市とで協

議を継続中です。 

このような中、平成２８年４月２８日に、貴社より安全協定第６条に基づき、島根原

子力発電所１号機の廃止措置計画認可申請及び同２号機の原子炉設置変更許可申請（特

定重大事故等対処施設及び所内常設直流電源（３系統目）の設置）に関する事前報告が

ありました。このことを受け、鳥取県、米子市及び境港市では、貴社に対する意見を６

月１７日に提出したところですが、安全協定第６条に基づく事前報告の可否に関しては、

今回最終的な意見を留保している状況です。 

貴社において、再稼働や廃止措置への準備が現実に進められようとしている状況の中、

立地自治体と安全協定の規定内容について差が設けられている現状は、貴社の対応自体

にも差が生じるのではないかとの懸念を抱かせるものです。 

ついては、貴社に対し、県民の安全と安心の確保のため、安全協定の立地自治体と同

内容への改定について再度強く求めます。 
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（写）
第 号

平成２７年７月７日

中国電力株式会社

取締役社長 苅 田 知 英 様

鳥取県

鳥取県知事 平 井 伸 治

米子市

米子市長 野 坂 康 夫

境港市

境港市長 中 村 勝 治

島根原子力発電所における校正及び記録の不適切な取扱いに関する申入れ

貴社から報告を受けた島根原子力発電所における低レベル放射性廃棄物のモルタル

充填に用いる添加水流量計等の点検不備及び虚偽報告については、平成２２年の点検不

備問題以来、こうしたことが起こらないように取組を進める中で起きたことであり、安

全と信頼を不可欠とする原子力発電所の運用に対する信頼関係を根本から揺るがすも

のです。これは、県民に疑念や不安を抱かせるものであり、誠に遺憾です。

今後は、協力会社を含めて全社一丸となり、島根原子力発電所に対する安全管理体制

の確保及び原子力安全文化の醸成に向けて、原因究明と再発防止等に取り組むため、下

記事項に適切に対応するよう強く申し入れます。

記

１ 第３者機関による全容解明と徹底した原因究明を行い、関連会社を含めて全社を挙

げて実効的な再発防止に取り組むこと。この際、本事案だけでなく他にも同様の事案

がないか、あるいは生起しうることがないか改めて確認すること。

２ 中国電力の対応状況などについて、積極的な情報公開を行うこと。また、県民に対

して分かりやすく説明すること。さらに、住民との対話など県民の信頼を得るための

活動を積極的に行っていくこと。

３ 原因の究明状況、再発防止策の実施状況、定着状況等を継続的に確認していくので、

適宜、その取組状況等を報告すること。
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（写）

第 号

平成２７年９月１１日

中国電力株式会社

取締役社長 苅 田 知 英 様

鳥取県

鳥取県知事 平 井 伸 治

米子市

米子市長 野 坂 康 夫

境港市

境港市長 中 村 勝 治

島根原子力発電所における計器の校正記録の不適切な取扱いに関する申入れについて

今回の虚偽報告は、平成２２年の島根原子力発電所の点検不備に対する再発防止策を

進める中で発生したものであり、中国電力株式会社の安全管理に対する信頼を土台から

揺るがすもので、憤りを禁じ得ないところであります。

このことについては、７月７日に本県等より貴社に対して、強く申入れを行ったとこ

ろであります。

このたび、貴社からの調査結果等に関する説明を受け、今後は、貴社との安全協定に

基づいてその内容を確認することとしていますが、あらためて下記のとおり再発防止の

徹底等を強く求めます。

記

１ 再発防止に徹底して取組み、平成２２年の点検不備問題も含め、その取組状況を適

宜報告すること。

２ 原子力規制委員会が、保安規定違反（監視）と認定し、今後、保安検査等で再発防

止対策等について確認することとされているが、原子力規制庁の確認を適切に受ける

とともに、その指導に従い対策を進めること。また、その確認、指導・監督の内容に

ついて報告すること。

３ 積極的かつ分かりやすい情報公開など県民の信頼を得る取組みを積極的に行うこ

と。
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鳥取県原子力安全顧問設置要綱

（顧問の設置）

第１条 本県が実施する平常時及び緊急時における環境放射線等のモニタリング 以下 環境放射（ 「

線等モニタリング という 原子力災害その他の緊急時における防災対策 本県に影響を及ぼ」 。）、 、

す原子力施設の安全対策等について 技術的観点から幅広く指導 助言等を得ることを目的とし、 、

て、鳥取県原子力安全顧問（以下「顧問」という ）を設置する。。

（顧問の職務）

第２条 顧問は、県の要請に応じて、次の事項について必要な指導、助言等を行う。

１ 環境放射線等モニタリングの実施に係る技術的事項及び環境放射線等モニタリング結果の評（ ）

価に関すること。

（２）原子力災害の防災対策に関すること。

（３）原子力施設の安全対策に関すること。

（４）前三号に掲げる事項を所管する上で必要な事項に関すること。

２ 知事は 顧問に対し 島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定第１１条の、 、

規定に基づく現地確認への同行を必要に応じ要請することができる。

（顧問の委嘱等）

第３条 顧問は、学識経験者の中から、知事が委嘱する。

２ 顧問の任期は２年以内とし 再任を妨げない この場合において 追加して委嘱する顧問の任、 。 、

期は、既に委嘱されている他の顧問のうち任期の終期が最も遅い者の当該終期までの期間とす

る。

（顧問の欠格事項）

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は 顧問に委嘱しない 顧問が次の各号のいずれかに該、 。

当したときは、当該顧問を解任する。

１ 原子力事業者等 営利を目的として 原子力に係る製錬 加工 貯蔵 再処理若しくは廃棄（ ） （ 、 、 、 、

の事業を行う者 原子炉を設置する者 外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる者 核原料、 、 、

物質若しくは核燃料物質の使用を行う者又は原子炉の建設工事を請け負う者をいう。以下同

じ ）又は法人である原子力事業者等の役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以。

上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ ）若しくは使用人その他の従業者。

（２）原子力事業者等で組織する団体の役員又は使用人その他の従業者

（３）顧問の委嘱の日（以下「委嘱日」という ）の前直近３年間に前２号のいずれかに該当して。

いた者

４ 同一の原子力事業者等から 個人として 委嘱日の前直近１年間 委嘱日の１年前の日の前（ ） 、 、 、

直近１年間又は委嘱日の２年前の日の前直近１年間のうちいずれかの期間において ５０万円、

以上の報酬等を受領していた者

５ 同一の原子力事業者等から 個人として 委嘱日以後１年間又は委嘱日１年後の日以後１年（ ） 、 、

間に５０万円以上の報酬等を受領している者

（６）次条第１項及び第２項に規定する申告をしない者
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（顧問の委嘱手続等）

第５条 知事は 顧問の委嘱をしようとするときは あらかじめ 委嘱しようとする者に 次に掲、 、 、 、

げる事項を記載した申告書（様式第１号）の提出を求める。

（１）この項の規定により申告する日（以下「申告日」という ）において、前条第１項第１号か。

ら第４号までのいずれにも該当しないと思料する事項

２ 当該学識経験者等個人の研究又はその所属する研究室その他の研究機関に対する原子力事業（ ）

者等からの寄附について 申告日の前直近３年間 再任の場合は 申告日の属する年度の４月、 （ 、

１日から申告日までの間 における寄附の対象となった研究の名称 寄附者及びその寄附金額） 、

（ ） （ 、 ）３ 申告日の前直近３年間 再任の場合は 申告日の属する年度の４月１日から申告日までの間

に、その所属する研究室等を卒業した学生が就職した原子力事業者等の名称及び就職者数

２ 知事は 顧問に対して 次に掲げる事項を記載した申告書 様式第２号 を毎年４月３０日ま、 、 （ ）

でに提出するよう求める。

１ 申告を行う前年度における顧問個人の研究又はその所属する研究室その他の研究機関に対す（ ）

る原子力事業者等からの寄附について その対象となった研究の名称 寄附者及びその寄附金、 、

額

２ 申告を行う前年度において 顧問の所属する研究室等を卒業した学生が就職した原子力事業（ ） 、

者等の名称及び就職者数

３ 顧問は 前条の欠格事由に該当すると思料するときは 速やかに 顧問を辞職することを知事、 、 、

に申し出るものとする。

４ 知事は 顧問に委嘱している者から第１項第２号及び第３号並びに第２項の規定により申告さ、

れた事項を公表する。

（鳥取県原子力安全顧問会議）

第６条 県は 必要があると認めるときには 指導 助言等を求める案件に応じて顧問のうちから、 、 、

適当と認める者に出席を求め 鳥取県原子力安全顧問会議を開くことができる この場合におい、 。

て、県は出席する顧問の中から座長を選任することができる。

（事務処理）

第７条 この要綱に関する事務は、危機管理局原子力安全対策課が行う。

（その他）

第８条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成２６年１０月１７日から施行する。
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原子力防災連絡会議設置要項

１．目 的

福島第一原子力発電所事故以降、国において事故の教訓等を踏まえた防災対策の見

直しが進められている中、島根原子力発電所にかかる原子力防災対策について関係自

治体間で連携、調整を図るために情報交換等を行うことを目的に連絡会議を設置する。

２．組 織

（１）当該連絡会議は、議長及び構成員をもって組織する。

（２）議長は島根県防災部長をもって充てる。

（３）構成員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

３．会 議

（１）当該会議は、議長が招集し、これを主宰する。

（２）議長が不在の場合は、あらかじめ議長が指定する者がその職務を代行する。

（３）議長は、必要があると認められるときは、構成員以外の者の参加を求めることが

できる。

（４）当該会議には、必要に応じて作業部会を置くことができる。

４．事務局等

（１）当該会議の事務局は、島根県防災部原子力安全対策課に置く。

（２）この要項に定めるもののほか当該会議の運営に必要な事項は、議長が別に定める。

附 則 この要項は、平成２３年５月２４日から施行する。

附 則 この要項は、平成２３年９月１４日から施行する。

附 則 この要項は、平成２３年１０月１２日から施行する。

附 則 この要項は、平成２４年７月１９日から施行する。

附 則 この要項は、平成２６年２月７日から施行する。

附 則 この要項は、平成２６年４月２８日から施行する。

附 則 この要項は、平成２７年５月２２日から施行する。
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（別 表）

団 体 名 職 名 備 考

松 江 市 防災安全部長

出 雲 市 防災安全管理監

安 来 市 統括危機管理監

雲 南 市 統括危機管理監

米 子 市 総 務 部 長

境 港 市 市民生活部

防 災 監

鳥取県警察本部 警 備 部 長

鳥 取 県 危機管理局長

島根県警察本部 警 備 部 長

島 根 県 防 災 部 長 議 長
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島根原子力発電所系統図（１・２号機）
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人形峠環境技術センターでは、廃止措置を着実に進めつつ、地域や国際貢献を行うための
仕組として、「ウランと環境研究プラットフォーム」構想を取りまとめ、平成２８年１２
月２１日発表しました。
今後、地域の方々と意見交換を行う場等を設け、具体的な事業計画をとりまとめていく予
定です。

人形峠環境技術センターの事業計画案 「ウランと環境研究プラットフォーム」構想

人形峠環境技術センターの事業計画案 「ウランと環境研究プラットフォーム」構想 
 
人形峠環境技術センターでは、廃止措置を着実に進めつつ、地域や国際貢献を行うための仕組として、「ウランと環境研究プラットフォーム」構想を取りま

とめ、平成２８年１２月２１日発表しました。 
今後、地域の方々と意見交換を行う場等を設け、具体的な事業計画をとりまとめていく予定です。 
 

 
（出典：人形峠環境技術センターホームページ） （出典：人形峠環境技術センターホームページ）
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昭和54年11月 製錬転換施設工事に着工

昭和57年3月 製錬転換施設全面運転開始

製錬転換施設で製造した六フッ化ウランを初出荷

回収ウラン転換試験開始

昭和63年8月 回収ウラン利用実証試験研究開始

平成2年9月 回収ウラン利用実証試験研究終了

平成3年6月 回収ウラン転換実用化試験開始

平成4年8月 脱硝工程高度化確証試験開始

平成6年8月 回収ウラン転換実用化試験運転開始

平成11年7月 回収ウラン転換実用化試験運転を終了

平成12年9月 製錬転換施設の湿式設備解体を開始

平成13年4月 四フッ化ウラン破砕乾燥試験開始

平成14年3月 製錬転換施設の湿式設備解体を終了

平成19年3月 四フッ化ウラン破砕乾燥試験終了

平成20年4月 製錬転換施設の乾式設備解体を開始

平成24年7月 製錬転換施設の乾式設備解体を終了

平成25年1月 製錬転換施設の付帯設備解体開始

昭和53年4月 ウラン濃縮パイロットプラントＯＰ-1建屋工事に着手

昭和53年7月 ウラン濃縮建設所を設置

昭和54年9月 ウラン濃縮パイロットプラントＯＰ-1Ａとして運転開始

昭和55年４月 ウラン濃縮パイロットプラントＯＰ-2建屋工事に着手

昭和55年10月 ウラン濃縮パイロットプラントＯＰ-1Ｂ運転開始

昭和56年4月 ウラン濃縮パイロットプラントの製品を初出荷

昭和57年3月 ウラン濃縮パイロットプラントＯＰ-2運転開始（全面運転）

昭和57年12月 ウラン濃縮パイロットプラントで濃縮したウランを「ふげん」に初出荷

昭和61年7月 ウラン濃縮パイロットプラントより再濃縮ウラン初出荷

平成2年3月 ウラン濃縮パイロットプラント試験終了

平成3年6月 高性能遠心分離機実用規模カスケード試験装置準備着手

平成3年10月 ウラン濃縮パイロットプラントを濃縮工学施設と改称

平成4年3月 実用規模カスケード試験装置建設工事着手

平成5年3月 実用規模カスケード試験装置完成

平成5年5月 実用規模カスケード試験装置運転試験開始

平成8年8月 遠心機処理設備建設工事着手

平成9年3月 実用規模カスケード試験装置運転試験終了

平成12年9月 遠心機処理設備のホット試験を開始

平成23年12月 放射能濃度の「測定及び評価の方法」（クリアランス測定方法）申請

平成24年8月 放射能濃度の「測定及び評価の方法」（クリアランス測定方法）の認可

平成25年11月 放射能濃度に係る確認（クリアランス確認）申請

平成26年3月 放射能濃度に係る確認証（クリアランス確認）受領

平成26年6月 OP-1ウラン操作室、OP-2ブレンディング室の設備解体に着手

昭和59年10月 ウラン濃縮原型プラント敷地造成工事に着手

昭和60年11月 ウラン濃縮原型プラントの建設に着手

昭和61年11月 ウラン濃縮原型プラントＤＯＰ-2建屋工事に着工

昭和63年4月 ウラン濃縮原型プラントＤＯＰ-1操業開始

平成元年5月 ウラン濃縮原型プラントＤＯＰ-2操業開始（全面運転）

平成8年9月 ウラン濃縮原型プラントによる回収ウランの再濃縮開始

平成11年11月 ウラン濃縮原型プラントＤＯＰ-2の運転終了

平成13年3月 ウラン濃縮原型プラントＤＯＰ-1の運転終了

平成13年11月 滞留ウラン回収試験開始

平成14年12月 滞留ウラン除去・回収試験開始

平成19年11月 第２運転単位（DOP-2）の滞留ウラン除去・回収試験終了

平成26年現在 第１運転単位（DOP-1）の滞留ウラン除去・回収に向けての準備中

製錬転換施設

昭和57年12月

濃縮工学施設

ウラン濃縮原型プラント

人形峠環境技術センター　各施設の沿革

（出典：人形峠環境技術センターホームページ）　　　　
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環境放射線等測定項目（平成２８年度）

（１）島根原子力発電所周辺環境放射線等測定項目

①空間放射線量

項 目 測定月

境港市上道町

米子市河崎

境港市外江町

境港市竹内町

境港市財ノ木町

米子市彦名町

米子市和田町

米子市夜見町

米子市大篠津町

②環境試料中の放射性核種の分析

　　・測定法：γ線スペクトロメトリー

　　・対象核種：54Mn、59Fe、58Co、60Co、137Cs、131I（一部試料のみ）

境港市上道町

米子市河崎

境港市上道町

米子市河崎

池水 境港市小篠津町

境港市上道町

米子市河崎

水道水（原水） 米子市水道局（福市着水井）

境港市幸神町

米子市夜見町

境港市馬場崎町

米子市河崎

葭津地先 4,10

大篠津町地先 5,11

葭津地先 10

大篠津町地先 11

大根 境港市中海干拓 1

白ネギ 境港市中海干拓 12

精米 米子市夜見町 10

セイゴ 10

イワガキ 7

ナマコ 3

ワカメ 4

底質（表層）海底土

農産物

10

7陸土 陸土

海水 表層水

 備 考測定地点

区 分 採取月（予定）試 料 採取地点

固定型モニタリングポスト連続

海産物 境港市近海

線量率

毎月浮遊じん浮遊じん

毎月降下物 降下物

11

水道水（蛇口）
5,11

陸水

松葉植物
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　　・測定法：β線スペクトロメトリー

　　・対象核種：３Ｈ

池水 境港市小篠津町 11

境港市上道町

米子市河崎

米子市水道局（福市着水井）

葭津地先 10

大篠津町地先 11

③大気中の放射能

境港市上道町

米子市河崎

測定地点  備 考

ダストモニタ

項 目 測定月

連続
浮遊じん中の
α線及びβ線

採取月（予定）試 料 採取地点

5

海水

陸水 水道水（蛇口）

表層水

水道水（原水）

区 分
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（２）人形峠環境技術センター周辺環境放射線等測定項目

木地
山

栗祖 加谷 穴鴨
小河
内

福吉 実光 鉛山

γ線量率 ○
連続測定
（固定局）

全α放射能濃度

フッ素

γ線量率 ○ ○ ○ ○

γ線積算線量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

全α放射能濃度

全β放射能濃度

ウラン２３８

ラジウム２２６

飲料水 フッ素 ○ ○ ○ ○ 7,8,11,1

河底土 ウラン２３８ ○ ○ ○ ○ 7,11

水田土 ラジウム２２６ ○ ○ ○ 7,11

畑土 全β放射能濃度 ○ ○ ○ 7,11

未耕土 フッ素 ○ 7,11

精米 ウラン２３８ ○ ○ 11

野菜 ラジウム２２６ ○ ○ 6,11

フッ素 ○ 7,11

測定対象 測定項目

測定地点

測定月
（採取月）

空間線量

連続測定
（固定局）

空間線量

大気塵埃 ○

大気塵埃 ○

○

　※ 木地山は固定局、その他は移動局（モニタリング車）での測定

○ ○ 7,11,1○
陸水

河川水 ○

6,9,12,3

3～5、6～
8、9～11、
12～2

土壌

農作物

樹葉

空間積算線量

○ ○
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コンクリート屋内退避施設一覧 
 

 

◎米子市：コンクリート屋内退避施設の看板設置一覧（9 箇所）  

施 設 名 住       所 

大篠津公民館 米子市大篠津町１６１９－１ 

崎津公民館 米子市大崎１４６６－４ 

和田公民館 米子市和田町１８２９－１ 

富益公民館 米子市富益町７８８ 

彦名公民館 米子市彦名町２８５０－２ 

夜見公民館 米子市夜見町１６７９－１１ 

河崎公民館 米子市河崎２６２０ 

加茂公民館 米子市両三柳３３０５ 

住吉公民館 米子市旗ヶ崎７丁目１７－３０ 

 

◎境港市：コンクリート屋内退避施設の看板設置一覧（17 箇所） 

境港市立渡小学校 境港市渡町 901 番地 

境港市立外江小学校 境港市外江町 2,105 番地 

境港市立境小学校 境港市湊町 27 番地 

境港市立上道小学校 境港市上道町 3,026 番地 

境港市立余子小学校 境港市竹内町 3,117 番地 

境港市立中浜小学校 境港市麦垣町 432 番地 

境港市立誠道小学校 境港市誠道町 2,062 番地 

境港市立第一中学校 境港市上道町 1,840 番地 

境港市立第二中学校 境港市竹内町 2,438 番地 

境港市立第三中学校 境港市外江町 1,372 番地 

境港市渡公民館 境港市渡町 1,356 番地の１ 

境港市外江公民館 境港市外江町 2,062 番地１ 

境港市境公民館 境港市湊町１番地 

境港市上道公民館 境港市上道町 3,186 番地 

境港市余子公民館 境港市竹内町 393 番地の２ 

境港市誠道公民館 境港市誠道町 220 番地の３ 

境港市中浜公民館 境港市財ノ木町 668 番地 
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